
議案第６７号 

 

栗山町第５次総合計画の一部変更について 

 

栗山町第５次総合計画（平成２０年２月２０日議決）の一部を次のとおり変更したいの

で、栗山町議会基本条例第８条第１号の規定により本議会の議決を求める。 



政策区分

施　策 主要事業 事業期間 施　策 主要事業 事業期間

（１８頁） 庁舎非常用発電設備整備事業 H24年

政策区分

施　策 主要事業 事業期間 施　策 主要事業 事業期間

（７２頁）

栗山町第５次総合計画〔変更〕
※対象事業のみ抜粋

変　　　　　　更　　　　　　前 変　　　　　　更　　　　　　後

６
都市基盤

２
生活・環境

（５）防災 （５）防災

①防災体制の充実・強
化

①防災体制の充実・強
化

変　　　　　　更　　　　　　前 変　　　　　　更　　　　　　後

（４）交通体系 （４）交通体系

交通機関の維持・確保 交通機関の維持・確保

民間バス路線維持事業 H23年～H24年民間バス路線維持事業 H23年
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